
令和７年10月末現在の
人口の動き

●人口  13,676人（前月比±0人）
　（外国籍除く）    （前年比＋10人）

●外国人人口 344人（前月比－3人） 男 201人（－1人） 女143人（－2人）
●世帯数 5,194世帯（外国人のみの世帯含む）

男 6,847人（＋1人）　
女 6,829人（－1人）

町のイメージキャラクター

緑丸 百合若 はなちゃん

iOS Android

広報せいろう
2025 12December No.593

無料アプリで広報せいろうが手軽に
閲覧できるようになりました。

有事に備えて 自衛隊の炊き出しカレー

聖籠町公式SNS

XLINE

10月19日（日）に亀代地区で開催した総合防災訓練の様子。
（関連記事は８・９ページでもご紹介しています。）



日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

次年度に向けての町の対応方針

■私立認定こども園支援金

令和６年度決算審査特別委員会からの意見を踏まえた

　令和７年９月定例会で、令和６年度の町の決算が認定されました。認定にあたって議会か
らいただいた意見を踏まえて、次年度に向けての町の対応方針の検討を行いましたので、主
なものについてお知らせします。
　町民各位のご理解とご協力をお願いいたします。

　１園の経営者が変わったが、それでも支援金を払うのか。
　支払うのなら根拠を明確にされたい。
Ａ．この支援金は、令和４年度開園の認定こども園の建設費用がウッドショックなど
の影響で、建設の計画段階よりも大幅に高額になったことに加え、その後の物価高騰
の状況下においても保護者に負担を求めることなく、安定した保育が提供されること
を目的として、二法人に対しウッドショックの影響相当分の財政支援を行っているも
のであります。
　法人の経営の安定が町の子どもたちの健やかな成長には必要不可欠であるとの考え
に基づくものであります。
　ご指摘のとおり、一つの法人の理事長は変わりましたが、その法人自体は存続して
おります。理事長の交代は、法人の人事に関するものであり、教育・保育事業に向け
られる理念は、新旧理事長の間で引き継がれて
おり、現在も理事長変更前と同様に、子ども一
人一人に目を向けられた事業の提供が実施され
ております。
　また、保護者負担の軽減という当初からの支
援目的は何ら変わりませんので、支援は継続す
べきと考えております。

■人間ドック・脳ドック助成金
　働き盛りの世代にも助成金制度を活用してもらうことで、がん予防や
　成人病予防に努められたい。併せて、
　脳ドックの助成制度も周知されたい。
Ａ．病気の早期発見・早期治療が重要と考えますの
で、生活習慣病の予防および病気の早期発見・早期
治療に繋がる特定健診や人間ドックの受診率向上に
努めてまいります。
　また、脳疾患の早期発見に向け、脳ドックの助成
制度の周知に努めてまいります。

■消防団への加入促進
　団員報酬の見直しや、家族の理解を得るため
　にも重要性を広報などで広く周知されたい。
Ａ．消防団員の報酬は、消防庁が定める非常勤消防団員
の報酬などの基準に基づき見直しを行っており、令和５年
度から見直した報酬額を支給しております。今後も消防
庁の報酬などの基準の見直しに合わせて、団員報酬の見
直しを行ってまいります。
　また、消防団活動を行うにあたり、家族の理解・協力が必要不可欠であると考えて
おりますので、消防団活動の重要性について広報などでの周知に努めてまいります。

■自主防災組織活動助成金
　助成対象となる防災グッズなどを紹介し、周知に努められたい。
Ａ．自主防災組織活動助成金については、各区長（自主防災組織会長）に対して、年
度初めの区長会議や防災訓練の打合せ会議で、防災グッズを紹介するなど周知を行っ
てきたところであります。
　今後も自主防災力の向上のため、引き続き区長会議などでの紹介のほかに防災士を
通じた情報提供や出前講座などの機会を捉え、周知を行ってまいります。

■海水浴場の開設
　年間１５００万円の費用がかかっている。
　経費を精査し経費削減に努められたい。
Ａ．現在、議会からのご指摘も踏まえ「海水浴場の
在り方検討委員会」を立ち上げ、町民アンケートを
実施するとともに海水浴場の存廃を含めて委員会に
おいて議論いただき、今後の海水浴場の在り方について意見をいただく予定としてお
りますので、町としましては、委員会からの意見を踏まえた形で海水浴場の開設につ
いて検討してまいりたいと考えております。

■長寿応援給付金制度
　現在の物価高騰などを考慮し、給付金の増額を検討されたい。
Ａ．本制度は、令和６年度に既存事業の整理・統合により、事業（予算）規模を拡大
して開始することとし、一人あたり平均２８００円の増額を行っており、連続しての
増額の検討は難しいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

お問い合わせ　役場総合政策課　財政係（内線２６２）
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日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

　道路と人家、車庫の出入り口に設置してあ
る乗り入れ板などは、除雪時重大事故につな
がりますので、必ず撤去してください。

障がい物を放置しないで

車庫・出入口の除雪は各戸で処理を

乗り入れ板などは撤去を

道路脇の樹木は枝切りを

道路に雪を出さないで

　道路脇の樹木（特に竹）は雪の重みで道路
に垂れ下がり、除雪作業の妨げになります。こ
のような樹木は枝切りなどをお願いします。

　自動車またはその他除雪作業に障がいとな
る物を道路上に放置しないでください。除雪
作業ができなくなります。

　人や車の交通の妨げとなり、スリップ事故の
もとになります。
　屋根の雪を道路におろす場合は、責任を
もって処理してください。屋根から自然落下し
た場合も同様にお願いします。

　早朝からの除雪作業は、なるべく短時間に
行うため雪を道路の端に押しのける方法で
行っています。そのため道路に面した車庫や
門の前などに除雪された雪がたまります。この
雪の処理にご理解とご協力をお願いします。

●除雪の要望・苦情は
　　 区長さんを通じてお願いします

消防施設の除雪にご協力を

消雪パイプは省エネのため、
午後２時～３時、午後４時～５時は
稼働を停止しています。
※故障ではありませんので、ご理解をお願い
　します。

　消火栓や防火井戸などの消防施設の除雪
は、広域消防署や消防団が行いますが、大雪
などにより除雪が難しいことがあります。災害
を未然に防ぐために、隣接の皆さんのご協力
をお願いします。

除雪車に近づかないで
　道路の除雪作業中は危険ですので、除雪車
に近づかないでください。

町都市公園、児童遊園・
児童広場の水道・トイレ
が使えなくなります

　冬期間、水道凍結による破損防止や、公園管理
上の理由により、町都市公園、児童遊園・児童広場
の水道・トイレが使えなくなります。
　ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願
いします。

■町都市公園

■児童遊園・児童広場

12月１日（月）～令和８年３月17日（火）

12月１日（月）～令和８年３月17日（火）

下記公園の水道・トイレが使用できません。
対象： あかね公園（網代浜）

正庵公園
櫻美公園（別條）
位守山史跡公園（位守町）
汐美台公園
亀塚第２公園（トイレ使用可）
加治川河川公園（次第浜）

止水のため、水道・トイレが使用できません。
※本諏訪山は除く。

安全で円滑な
道路除雪のために、
ご協力をお願いします。

お問い合わせ
役場ふるさと整備課（内線２３４）

または
新発田地域振興局地域整備部
☎０２５４-２２-５１１４

　冬期間の道路除雪は、交通安全や災害の未然防止など
を考えて行っています。個人個人の要望にはすぐに対応で
きないため、道路除雪への要望などは各集落区長さんを通
じてお願いします。

道路除雪に
　　ご協力を

子ども教育課
子ども子育て支援係（内線３１２）

お問い合わせ

役場ふるさと整備課
都市計画係（内線２３３）

お問い合わせ
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日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

水道管の凍結にご注意を！！
　12月に入ると寒さもますます厳しくなっていきます。
　気温がマイナス４度以下になると、水道管の立ち上がり（給水管）や蛇口などが凍って水が出なくなったり、
破裂したりする水道の凍結事故が多くなります。
　寒さは水道の大敵です。気象情報に注意し、低温注意報などが出たときは、凍結事故に気をつけましょう。

お問い合わせ　上下水道課（上水道管理棟内）水道係　☎２７-５１４１

　冬期間の水道メーターの検針を通常どおり行います。各家庭において、メーターボックスの上に雪があると
検針が困難になり推定検針になります。推定検針になると漏水などの発見が遅れる可能性があるのでメー
ターボックスの上の除雪や障害物などを置かないよう、検針にご協力をお願いします。

冬期間の検針について

上水道に加入しましょう
　聖籠町上下水道課では、町民の皆さまが安全・安心な水道によって健康で快適な
生活を送ることができるよう、おいしい水の安定供給に努めています。
　井戸は構造上、細菌や有害物質に汚染される危険性があり、定期的な水質検査
の実施や維持管理を徹底しなければなりません。
　まだ加入されていない方は、安全で安心して利用できる上水道に加入しましょう。

水漏れ?と思ったら・・・（漏水確認）
　すべての水道の栓を止めて、敷地内にあるメーターボックスにある水道メーターが動いているかどうか確認
してください。動いている場合、水漏れしている恐れがあります。水漏れしていた場合、聖籠町指定給水装置
工事事業者へ修理をお申し込みください。
　各家庭の敷地内にある水道管などの管理は各家庭で行ってください。

※指定給水装置工事事業者以外の業者や個人で立ち上がりを含む水道管の工事を行うと、違反工事と
　なり、凍結による水漏れで水道使用料が増えた時、水道料金の軽減の対象とはなりませんので注意し
　てください。

○凍結を防ぐには ○凍結して水が出なくなったとき

○破裂やヒビ割れしたとき

※空き家や長期間留守にする場合は、メーターボック
　ス内の止水栓を右に廻して閉め、蛇口を開けて水
　抜きをしてください。

　メーターボックス内
の止水栓を右に廻して
水を止め、聖籠町指定
給水装置工事事業者
に修理を申し込んでく
ださい。

　蛇口を全開にして、凍っ
た部分にタオルをかぶせ、
蛇口の方から50℃前後の
湯をゆっくりとかける。
※熱湯を急にかけたりす
　ると、ヒビ割れや破裂す
　る事があります。

　屋外で保温をしていない
水道管などは、専用の保温
材か凍結防止ヒーターを取
り付けて、凍結防止を行っ
てください。
　冷え込みが予想される時
は、蛇口から鉛筆の芯より
少し太めに水を出してくだ
さい。

役場総務課  総務管理係（内線222）

男女共同参画通信

vol.84

　ＤＶとは、配偶者や恋人など親密な関係にある
者またはあった者から振るわれる暴力のことで、男
性から女性に対する暴力だけでなく、男性が被害
者となる場合もあります。
　暴力と聞いて、殴る・蹴るといった身体的なもの
を想像する方もいると思いますが、精神的なもの、
経済的なもの、性的なものなどの様々な暴力の形
態が存在します。

問

「知っていますか？ＤＶのこと。
一人で悩まず、助けを求めましょう」

例えば
・バカにする、無視する、大声で怒鳴る
・大切にしているものを壊したり、捨てたりする
・生活費を渡さない
・仕事を制限する
・避妊に協力しない
・無理やり性行為をさせる

　配偶者などからの暴力（ＤＶ）で不安を感じた
ら、一人で悩まず、相談窓口に相談してください。ま
た、周りで困っている方がいる場合には、是非この
情報を共有していただき、一人でも多くの方が相
談・支援につながることができるようご協力をお願
いします。

【女性の人権・男女共同参画に関連する主な相談窓口】

主な相談内容 窓口

・配偶者からの暴力

・配偶者からの暴力

・男女共同参画、人間関係
・体と心の健康や生き方

・夫等からの暴力（ＤＶ）
・虐待や売春強要
・女性の保護や
  福祉に関する問題

・性犯罪被害などの悩み
・程度に関わらず相談を

新潟県警本部
女性被害１１０番
☎０２５-２８１-７８９０

新潟県女性福祉相談所
☎０２５-３８１-１１１１

新潟県男女平等
推進相談室
☎０２５-２８５-６６０５

ＤＶ相談＋（プラス）
☎０１２０-２７９-８８９
電話・メール ２４時間受付
チャット相談対応可

町保健福祉課 保健師
☎２７-６５１１
月～金（祝日を除く）
午前８時30分～
午後５時15分

きれいな海や川を未来へ
引き継ぐために

上下水道課（上水道管理棟内）下水道係 ☎２７-５１４１問

下水道未接続世帯の皆さまへ、
下水道への接続をお願いします。

下水道使用料について

下水道に接続するメリット

　公共下水道が使える地域（供用区域）となった場合、次
のことが義務付けられます。
・浄化槽は、遅滞なく廃止し公共下水道へ接続する。
・台所・風呂場・洗面所などの排水は遅滞なく公共下水道
へ接続する。
・くみ取り式トイレは水洗トイレに改造し公共下水道へ接
続する。

（下水道法第10条1項･第11条の3、聖籠町下水道条例第4条）

　下水道は皆さんに接続していた
だいて初めて効果が表れます。現
在、くみ取り式トイレや単独･合併
浄化槽を使用している場合は、生
活環境の向上、河川などの水質保
全のためにも、公共下水道への接
続についてご理解をいただき、早
めの接続をお願いします。　

　下水道使用料は、各家庭や事業所などから出される汚
水をきれいな水にするための下水道処理施設（浄化セン
ターなど）の維持管理費や、聖籠町における下水道施設の
整備および維持管理などの経費にあてるため、公共下水
道を使用される皆さまに負担していただくものです。皆さ
まのご理解とご協力をお願いします。下水道の使用料は、
特別な場合を除き毎月水道料金と一緒に徴収させていた
だきます。

・くみ取り式トイレをお使いの場合は、水洗トイレになるた
め、家の中が衛生的で快適になります。
・浄化槽をお使いの場合は、浄化槽の維持管理や清掃、
法定点検が不要になります。また、ブロアー（浄化槽に
空気を送り込む機械設備）の電気代もかからなくなりま
す。
・くみ取り式トイレや単独浄化槽のお宅ではトイレ以外の
台所、洗濯、お風呂などの生活雑排水は未処理のまま側
溝などへ流れ悪臭や害虫の発生源になりますが、下水道
に接続することでそのような不衛生な状態を改善できま
す。
・川や海の水質が改善され、次世代に美しく豊かな川や海
を残すことができます。

ぬ
る
ま
湯

ビニール
テープ

保温材
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まちなか防災訓練の様子

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

職員防災訓練も行いました。

『総合防災訓練・まちなか防災訓練』を実施
　10月19日（日）、震度６弱の地震発生と津波の高さが最大３ｍとなる津波警報が発表された想定で、亀代地区
においては『総合防災訓練』を、山倉地区・蓮野地区においては『まちなか防災訓練』を実施しました。今年は、全
世帯に配布した安否確認タオルを活用した安否確認を重点として訓練を行いました。
　総合防災訓練会場となった亀代小学校では、地震の揺れを体験できる起震車をはじめ、関係機関の車両展示
や体験・学習コーナー、自衛隊による３００食のカレーの炊き出しや救出訓練の展示が行われるなど、防災につい
て様々な体験を通じて防災知識と意識を高めていただきました。
　山倉地区・蓮野地区では、各世帯の安否確認に引き続き、要支援者の避難支援訓練や各集落自主防災組織で
計画した初期消火や炊き出し、防災用テントの設営訓練などが行われました。
　今年も訓練を通じ、ご家庭や集落自主防災組織の防災体制を再確認していただくとともに、自助・共助の力の
向上に繋げていただきました。来年度は、蓮野地区で総合防災訓練を実施する予定としています。
【参加人数：総合防災訓練 約１５００人、まちなか防災訓練 約２２５０人、安否確認訓練参加軒数 ２９８０軒】

【安否確認タオルの掲示】

【真　野】 【蓮潟新田】 【旭ヶ丘】

倒壊家屋からの救出訓練 炊出し 要支援者等の避難支援

防災用テントの設営 炊出しの試食

【被災者支援部・医療福祉部】　避難者の受入れ

【危機管理部】
情報の処理

【応急対策部】
被害状況の把握

【災害対策本部】
町長指示

防災用テントの設営

【倒壊家屋からの救出訓練：陸自第30普通科連隊】

【VR体験：東京電力ホールディングス（株）】 【起震車体験：北陸地方整備局 新潟国道事務所】

【防災ちびっこ○×マン：防災士会新潟県支部】【警察車両展示：新発田警察署・県交通機動隊】

　職員も災害対応力の向上を図るため、『職員防災訓練』を実施しました。災害対策本部会議における町長
指示のもと、町民や関係機関などから殺到する情報の処理や、公共施設やライフラインの被害調査、避難
者の受入れなどを行いました。　　
　今後も「災害に強い町・聖籠町」として、公助機能の向上に努めて参ります。

お問い合わせ　役場生活環境課　地域安全係 （内線285）
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日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

すべての町民が、歯・口腔に
よい生活習慣に取組み

次世代に受け継いでいこう

Vol.7 ： お口と歯の健康
　歯・口腔の健康は、町民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしています。近年は、口腔
の健康が全身の健康にも関係していることが指摘されるなど、全身の健康を保つ観点からも、歯・口腔の健康づくりへ
の取組が必要となっています。
　歯・口腔の健康づくりと予防の推進として、「むし歯・歯周病予防」「よく噛むこと」の重要性を全ての年代に広く理解
してもらえるように目標を設定し、取組みます。

　あごの骨が小さいと、狭いスペースに歯が収まらないため、歯並びが
悪くなってしまいます。きれいな歯並びには「正しいかみ方」であごの骨
を丈夫に大きく育てることが大切です。
「正しいかみ方」とは、足をしっかり床につけ安定した姿勢で、食べ物
を口の中で両側に振り分けて左右バランスよくかむことです。最初の
永久歯が生える６歳前後までに正しいかみ方を身につけましょう！

　自分の歯や入れ歯でしっかりよくかんで食べられる人は、バランス能
力が高く転倒・骨折しにくかったり、脳が活性化され認知症になりにくい
という効果があります。歯の本数が多いと健康寿命が長いという調査
結果もあり、年齢を重ねても元気に生活するには、オーラルフレイル
（お口の衰え）の予防が大切です。

　よくかむことで、満腹感が得やすく食べ過ぎを防いだり、血糖値が急
激に上がりにくかったり、発がん物質の作用を抑制したりという効果が
あります。かむ回数が少ない方は早食い傾向ですが、早食いの方は
肥満リスクがおよそ４倍高いという調査結果もあります。それが内臓
型肥満だった場合に、血圧や血糖値を上げ、高血圧・脂質異常症・糖尿
病、循環器疾患やがんなどの生活習慣病の発症リスクを高めてしまいます。
　日々のよくかむ習慣の積み重ねが、後々の身体の健康につながってい
きます。

　年齢を重ねてもしっかりと食事をかめ
る状態を維持するには、自分の歯を20本
以上保つことが大切です。
　「令和５年度　町民の健康に関する
アンケート調査」では、20代からすでに
20本未満の方がいましたが、60代で
20.4％、70代で36.7％と、年齢が上がる
につれて歯の本数が少なくなる傾向が
見られました。

当てはまる合計点数
が３点以上だと、
オーラルフレイル
（お口の衰え）の
危険性ありです！
歯科医院を受診しま
しょう。

自分の歯の本数ご存じですか？

何本の歯がありますか? （%）

■1～19本　■20本以上

20代 30代 40代 70代50代 60代10代

みなさんのお口の力弱っていませんか？

～よくかんで何でも食べられる自分の歯
めざそう80歳で20本～

かむことでこんなにいいことが！

こども

おとな

高齢者
1

2

3

4

5

2

質問項目 はい いいえ

2

2

1

1

6

7

8

1

1

1

半年前と比べて、かたい物が食べにくくなった

お茶や汁物でむせることがある

義歯（入れ歯）を入れている

口の乾きが気になる

半年前と比べて、外出が少なくなった

１日に２回以上、歯をみがく

１年に１回以上、歯医者に行く

さきイカ・たくあんくらいのかたさの食べ物をかむことができる

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）地域保健係 ☎27-６５１１

次号は・・・「健康せいろう２１を深掘り！！」Vol.８：働き盛りの暮らしと健康課題を予定しています。

きれいな歯並びとはっきりした発音につながる

肥満と生活習慣病を予防できる

介護が必要な生活を予防できる
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日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

聖籠いきいきプロジェクト ～みんなでつくる 笑顔 のまち～

就学援助（新入学児童生徒学用品費）制度のお知らせ
　令和８年４月に小学校への入学を予定しているお子さんの保護者で、経済的にお困りの方を対象に、就学援助費の
「新入学児童生徒学用品費」を入学前に支給します。
希望される方は、下記事項をご確認のうえ申請してください。

お問い合わせ　子ども教育課　子ども・子育て支援係（内線３０９）

1 対象者

２ 支給額

３ 申請手続き

４ 申請期間

５ 必要書類等

６ 認定

７ 支給方法 保護者名義の預金口座に振り込みます。（支給日は、認定後にお知らせします。）

対象のお子さん一人につき　５万７０６０円

令和７年12月15日（月）～令和８年１月16日（金）

令和８年３月１日時点で町内に住所を有し、令和８年４月に小学校への入学を予定している
お子さんの保護者で、同一生計の家族全員の合計所得が一定の基準以内である方。
※生活保護を受けている方は受給できません。
※申請後、３月１日までにお子さんが転出した場合は受給できません。

①申請書
②援助費の振込先の通帳（申請者名義のもの）の写し
※令和７年１月１日以降に聖籠町に転入された方は、前住所地の市町村で世帯全員分の
　所得証明書(令和６年分）の交付を受け、申請書とともにご提出ください。

所得状況等を審査し、認定の可否を通知します。
◎聖籠町の定める基準の目安（家族構成と基準額の例）

上記の金額は目安であり、家族構成、年齢などで世帯により異なります。

申請期間中に子ども教育課（役場３階）の窓口で受け付けます。
（申請書は、子ども教育課および町ホームページに用意してあります。）

世帯人数

2人 母（30代）、子（小学生）

父（30代）、母（30代）、子（小学生）

父（40代）、母（40代）、子（中学生）、子（小学生）

父（40代）、母（40代）、子（中学生）、子（小学生）、子（5歳）

父（40代）、母（40代）、子（中学生）、子（小学生）、祖父（60代）、祖母（60代）

約184万円以下

約243万円以下

約308万円以下

約343万円以下

約401万円以下

3人

4人

5人

6人

家族構成（例） 世帯の所得の合計額（基準額）

児童手当を
振り込みます

「聖籠町子育て
ガイドブック」を

作ります

広告掲載に
ご協力をお願いします

　児童手当の12月支払い分（令和７年
10月～11月分）は、12月10日（水）に受給
者指定の金融機関口座に振り込みま
す。個人への支払通知は、この紙面を
もって代えさせていただきます。

　町では、子育てに関する情報をまとめ
た冊子「子育てガイドブック」を、㈱サイ
ネックスと官民協働事業により作成しま
す。
　このガイドブックは、電子書籍化し、
パソコンやスマートフォンでも見ること
ができます。冊子と電子書籍という２つ
の方法により、さまざまなライフスタイ
ルに適応した実用的で広域発信できる
聖籠町の子育て情報誌として、町内外
で活用します。

　このガイドブックは、事業所などにガ
イドブックへ有料広告の掲載をお願い
することで発行費用を賄います。㈱サイ
ネックスが各事業所へ広告掲載のお願
いに伺いますので、ガイドブックへの広
告掲載についてご協力お願いします。

　天気が悪い日や寒い日は、献血に協力する方が少なくなります。お一
人でも多くの方からのご協力をお待ちしています。
　 聖籠町役場１階会議室
　 12月19日（金）午前９時30分～正午
　 満16歳～69歳までの方
※65歳以上の献血者については、60歳～64歳の間に献血履歴があるこ
　とを必要条件とします。

　日々の生活を振り返りながら、自分自身の健康状態や生活改善のポ
イントを一緒に確認しましょう。ご家族、地域の皆さまでお誘い合わせ
ておいでください！
　健診結果、人間ドックの結果や医療機関での検査結果などもお持ち
ください。

～献血は、最も身近なボランティア～
役場に献血バスが来ます

子ども教育課
子ども・子育て支援係（内線３１２）問

子ども教育課
子ども・子育て支援係（内線308）問

保健福祉課（町保健福祉センター内）健康推進係 ☎27-6511問

お問い合わせ 保健福祉課（町保健福祉センター内）保健師・管理栄養士 ☎27-6511

対

会

日

㈱サイネックス新潟支社
☎025-243-5673

町民の皆
さまへ

健康相談会のお知らせ

開催日時などは下記のとおりです。たくさんのご参加お待ちしています！

健康相談会は、
2年で全集落を回ります！！
今年は、山倉小学校区

次第浜・汐美台

今回は『血圧』をテーマに話をします!
「そもそも血圧って何?」「上の血圧と下の血圧とは?」
という素朴な疑問にもお答えできるような内容を

予定しています!

健診結果や
血圧測定の結果から
個別相談も行います。

♪令和8年度は、
蓮野小学校区・網代浜・亀塚
集落を回ります♪

・ 参加人数により、終了時間が
　前後することもありますので、
　ご了承ください。

・ お住まいの集落の開催日で
　都合が悪い場合は、
　他の集落に参加可能です。

＜時間について＞
午前は、
9時３０分～11時３０分
午後は、
1時３０分～3時３０分

対象集落 開催日 時間 会場

丸潟・桃山 12月５日（金） 午前 桃山公会堂

蓮潟 12月10日（水） 午前 蓮潟公会堂

真野 12月10日（水） 午後 真野公会堂

聖中ケ丘 12月11日（木） 午後 保健福祉センター

山諏訪山 12月12日（金） 午前 山諏訪山公会堂

苔沼 12月12日（金） 午後 苔沼公会堂

ひばりが丘 12月15日（月） 午前 ひばりが丘公会堂

蓮潟新田 12月15日（月） 午後 蓮潟新田公会堂

次第浜・汐美台 12月16日（火） 午後 次第浜公民館

山大夫 12月16日（火） 午前 山大夫コミュニティセンター

山倉 12月11日（木） 午前 山倉集落開発センター

中の橋・本諏訪山・
本大夫・本三賀 12月８日（月） 午前 本諏訪山公会堂

四ツ屋・道賀新田・
上大谷内 12月９日（火） 午前 道賀新田集落開発センター

　「聖籠いきいきプロジェクト」では、関連する町のサービスを分かりやすくお知らせ
するために、広報紙面にチェックマークを表示しました。広報12月号には、８のサービ
スにチェックマークがついています。ぜひ探して、皆さんの健康づくりや暮らしの楽し
みにサービスを活用してください。

　「聖籠いきいきプロジェクト」は、町民の皆さん全員がそれぞれに充実感や満足感
（ウェルビーイング）を持って、「いきいき」と暮らせるまちづくりを目的としたプロジェク
トです。詳しくはホームページもご覧ください。

探してみよう！チェックマーク ▼チェックマーク

ホームページは
こちら！
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区分 個人 団体
（10人以上）

午前９時～午後４時

午前10時～午後４時

通常

施設

浴室

感染症拡大防止対策中

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

「聖海荘でほっと一息」いかがですか
老人福祉センター「聖海荘」とは？
　町内の高齢者の健康増進・レクリエーションのための施設です。
　寒くなるこれからの季節、お風呂で温まっていただき、カラオケやマッサージ器、不眠・便秘などの症状軽
減に役立つ高圧電位治療器などをお楽しみください。
　また、「お茶の間聖海荘」として無料開放している日もございますので、お気軽にご利用ください。

【開館日】

【利用時間】

【無料送迎バス】
　町内の60歳以上の方で10人以上の団体の方につき、バスを
ご利用できます。
　ご利用を希望される場合は、ご利用の前々日までにお申し
込みください。

【利用料金】

　水曜日～日曜日（第３日曜日の週のみ日・月曜日休館、火曜日
開館） ※祝日、12月29日～１月３日は休館

　建物や設備の消毒の時間を確保するため、利用時間を以下
のように短縮しています。

海を眺めならのお風呂はいかがですか？
※温泉ではありません

【お部屋の紹介】

町内の60歳以上の方

町内の59歳以下の方

町外の方

個室を利用される方

１５０円

２５０円

３５０円

町内の60歳以上の方

町内の59歳以下の方

町外の方

100円／人

200円／人

350円／人

250円／人

300円／人

400円／人

午前9時～午後３時
午前10時～午後２時

▼10畳と12畳の個室 各２部屋

▼カラオケもできる１０２畳の大広間

認知症に
関する事業のご案内

参加費
無料

認知症の人を介護する
家族のつどい

「オレンジカフェなごみ」
（認知症カフェ）
　認知症の人やご家族、地域の方など
どなたでも気軽に参加できる場です。
　お茶を飲みながら一緒に交流しませ
んか？認知症の相談もできます。

12月22日（月）
午後１時30分～３時
なごみの家（結いハート聖籠脇）

12月８日（月）
 午前10時30分～正午
町保健福祉センター

　認知症の人などを介護する家族が集
まり、日頃の介護の悩みや医療・介護
サービスなどについて相談、情報交換で
きる場です。

問申・
聖籠町地域包括支援センター
(町保健福祉センター内) 

☎２７‐６５２１

会

日

会

日

とき

ところ

送迎バス
申込期限

１月９日（金）
午前10時～午後２時

１月23日（金）
午前10時～午後２時

老人福祉センター　聖海荘　大広間

１月５日（月） １月16日（金）

　聖籠町内では、こころや体を丈夫に保つために効果的な「地域のお
茶の間」の活動が広がっていて、皆さんで集まっておしゃべりしたり、お
茶のみをすることで介護予防や認知症予防につながるほか、コロナ禍
で減ってしまった集まりの場として参加者の楽しみのひとつになってい
ます。
　その中のひとつとして、聖籠町民誰もが気軽に集まることが出来る集
まりの場が「お茶の間 聖海荘」です。みなさまお誘いあわせのうえ、
ぜひご利用ください！

※各回、全町を対象に送迎バスを運行します。送迎が必要な方は聖海荘
　（☎２７-７８３８）に事前にお申し込みください。

２月以降の予定も決まり次第、広報などでお知らせします。
ご利用方法
・お申し込み・参加費とも不要です。
・聖籠町民であればどなたでもご利用できます。
・ご希望の方には送迎バスを運行します。お申し込みのあった方には、 
後日、送迎場所（集落公会堂など）、乗車時間をお知らせします。
※お申し込みが多数あった場合は、時間を調整させていただくことも
あります。
※自家用車での来館も可能です。
・バスは聖海荘へ10時着のお迎え便、聖海荘を午後２時15分発のお送
り便のみとなります。
・お食事はありませんので、各自ご用意ください。お弁当などの持ち込
みは可能です。
※お酒を飲むことも可能です。
・聖海荘のお風呂のご利用はできません。
・午前10時から午後２時の間は、おしゃべりや軽い運動、お昼寝などご
自由にお過ごしください。

お茶の間 聖海荘とは？

※カラオケ・将棋や麻雀セットもあります！
※BS放送も視聴可能です！

長寿支援課（町保健福祉センター内）高齢福祉係☎２０-７４３３問

10月３日（金）　
カラオケレクの様子

10月17日（金）　
移動販売車訪問の様子

お申し込み・お問い合わせ　老人福祉センター「聖海荘」 ☎27-7838

聖
海
荘

汐彩の郷 様

至 網代浜

国道 １１３号 次第浜橋

至 村上

ウェルハート
加治川の里 様

加  

治  

川

お茶の間
聖海荘 無料開放
大好評!!

せいかいそう

▲参加者の方から素敵な看板いただきま
　した！ありがとうございます。
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聖籠町の

結婚支援結婚支援

結婚支援の
お問い合わせ

総合政策課 政策係
（内線261）

　過去には成婚カップルも誕生したクリスマスの婚活イベントを今年も開催します。美味
しいフレンチランチとプレゼント付きです。出会いを探している方、ぜひお気軽にご参加く
ださい。

　「プラスチックごみ」の捨て方は複雑で間違えやすいため、正しい捨て方をお知らせします。

Ｑ．指定袋に入らない大きさのプラスチックごみは「燃えないごみ」？
Ａ．入らない大きさでも「燃やせるごみ」になります！

しかし例外として、
　空っぽのポリタンク・プラ製クーラーボックス・スーツケース・プラ製スコップは「燃えないごみ」で出してください。
循環型社会構築のため、引き続きリサイクルのご協力をよろしくお願いします。

○リサイクルマークがない「プラスチックごみ」の場合
　「燃やせるごみ」として、指定袋に入れてステーションへ出してください。

○リサイクルマーク　　 がある「プラスチックごみ」の場合
　「プラスチックごみの日」に、透明または半透明の袋に入れて、白または赤のネットに入れてください。

Winter Love 恋するクリスマスパーティー

緑丸のごみ出し指南 ～プラスチック編～

＼イベント参加者募集／

申　  ㈱トアイリンクス ムルーブ事務局
　  ホームページの申し込みフォームから
　  お申し込みください。
問　  ㈱トアイリンクス ムルーブ事務局
　  ☎０２５-２９０-７６０６　
　  午前９時～午後６時（※土日祝も受付）

▲詳しいイベント情報・
参加申込はこちらから
（申込締切：12月12日(金)）

配信による事前説明があります

カップル成立でプレゼント

アフターフォローがあります

日　  12月21日（日）午前11時30分～午後２時30分

対　  概ね30代～40代の独身の男女

会　  レストラン萌芽（新発田市島潟１４５４）

￥　  男性３５００円・女性２７００円

　  40名（男女各20名）定

　婚活のマナーや第一印象がアップする身だしなみ、コミュニケーションの
基本などを事前に知ることができます。

　イベントでカップル成立した方には、新発田市・胎内市・聖籠町にある温
泉の日帰り温泉入浴サービス券をプレゼント！

　気になるお相手へのメッセージのお届けや、お悩みの無料相談など、イベ
ント後もフォローを受けられます。

山倉・蓮野地区　 ⇒　毎週火曜日　、 亀代地区　⇒　毎週水曜日

東高建機作業株式会社 聖籠町東港７丁目61-16 ☎０２５-２５６-２５６０

全地区　⇒　毎週月・水・金曜日

いずれかの方法で捨てていただくようお願いします。

お問い合わせ　役場生活環境課 環境推進係（内線282）

③町収集運搬許可業者に収集を依頼する。
　（別途料金がかかります）

①袋に入る大きさまで細かくして、
　指定袋に入れて「燃やせるごみ」へ出す。

②そのまま豊栄環境センターに
　自己搬入する。

　空き缶の収集時に、釣り針が入っている缶がありました。収集している作業
員がケガをしてしまいますので、刃物や針などの危険物は必ず厚紙などに包
み、表面に「内容物の名称」と「危険」の文字を書いて不燃ゴミとして出すようにお願いします。

広報聖籠  R7.12　16



日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

●国際電話番号からの着信（電話番号が43，18などから始まる）

●自動音声で「通信（配送）サービスを停止する」などと言われた

●「オペレーターにつなぐ場合は」「詳細を確認したい場合は」と数字を押すよう指示

●数字を押すと人間が電話に出て、名前や生年月日を聞かれた

特殊詐欺の予兆電話と思われます。

入手した個人情報を使って、別の詐欺を仕掛けてくる可能性があります。

個人情報を伝えてしまった人は、不審な電話や通知に注意してください。

防犯功労者表彰が授与されました

相談受付状況

リボルビング払い（リボ払い）とは

事例

そのカード、リボ払いになっていませんか？
クレジットカードの利用明細は必ず確認しましょう

NTTや郵便局をかたる不審な電話 町内で複数確認
10月下旬、「不審な電話がきた」という情報提供が相次ぎました

消費生活センターに寄せられた情報の共通点

■ナンバーディスプレイ（着信した電話番号が電話機に表示される）の利用を検討してください。

　70歳以上の方がいる世帯は無料で利用できる場合があります。

■固定電話は国際電話の発着信を止めることができます。手続きは無料です。

被害を防ぐために対策を

五十嵐順子さん

　10月17日（金）、新潟ユニゾンプラザにて「新潟県犯罪のない安全で安心なま
ちづくり県民大会２０２５」が開催され、五十嵐順子さん、神田正子さんに「防犯
功労者表彰」が授与されました。
　五十嵐さんと神田さんは約16年もの間、毎日、山倉小学校区児童の登下校時
に同行し、見守り活動に取り組まれています。
　町の防犯活動にご尽力くださり誠にありがとうございます。

じゅんこ まさこ

神田正子さん

通 信

vol.182

※来所の際は事前にお電話
いただけると確実です

　役場町民課
消費生活センター
☎27-1958（直通）

問

令和 7 年 12 月

月 件数 おもな内容

9月 14件

10月 13件
脱毛エステの解約、光回線の解約・勧誘、ピアノの処分、住宅ローン、落雷の調査と称する不審な訪問、インターネット通販
トラブル（鉄道模型、三脚、衣類）総合通信局・ＮＴＴ東日本・郵便局をかたる不審な電話、固定電話の解約

●毎月5千円など、あらかじめ設定した一定の金額を支払う方法。
●月々の支払額を抑えることができる一方、手数料がかさみ、支払う総額が高くなる。
　残債がなかなか減らず、支払いが長期化しやすい。

数年前、ショッピングモールで勧誘されてクレジットカードを作った。
「利用明細はインターネットで確認できる」と言われたが、見ていなかった。
最近クレジットカードを使っていないのに毎月引き落としがあるので、カード会社
に問い合わせると、「入会時からリボ払いになっている。残債が18万円ある」と言
われた。

リボ払い専用カードや自動リボ
設定されているカードは、利用時
に「一括払いで」と言っても自動
的にリボ払いになります。入会の
際によく確認しましょう！

「見守り新鮮情報」より

詳しくは以下の窓口にお問い合わせください
NTT東日本　特殊詐欺対策ダイヤル　☎0120-722-455
（受付時間　午前９時～午後５時　土日・年末年始をのぞく）
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民生委員(山倉部会)・児童委員 交通安全教室

幼稚園・こども園 ３歳児　交通安全教室

優秀運転者表彰の申請を受け付けます

飲酒運転は絶対に

　10月９日（木）、民生委員（山倉部会）と児童委員の方々に、横断歩道の安全な渡り
方、児童の渡らせ方についてなど実技を交えて教室を行いました。
　また、令和８年４月１日から自転車の違反に青切符導入が施行されるため、自転車
のルールについて再認識をしていただきました。

　せいろう幼稚園と町内のこども園で、３歳児を対象とした交通安全教室を行いました。
　ピーンと手をのばしてよく見てから渡る、チャイルドシートをガチャンとしめてもらう、車から降りたときはおうちの人と
しっかり手（手首）をつないで歩くことなどを指導しました。

受付期間：12月１日（月）から12月12日（金）まで
運転経歴：50・40・30・20・10年無事故無違反
詳しくは生活環境課までお問い合わせください。

　運転免許は必要なく、道路
交通法上では歩行者として扱
われます。原則としては右側通
行、歩道があれば歩道を走行し
ましょう。

　年末年始は何かと飲酒の機会が多い時期です
が、飲酒運転は、たとえわずかな飲酒量でも重大
事故の引き金となり大変危険です。
　深酒をした翌日は、公共交通機関の利用や家族
に送迎をお願いするなどして車の運転は控えま
しょう。

12月11日(木)～20日(土)

冬の交通事故防止運動
冬道を安全に走行しましょう。

電動車いす・シニアカーは
歩行者と同じです

交通
安全

vol.283N E W S
今日も一日交通安全
交通安全に関することは
　　　役場生活環境課　
☎ 27-2111（内線284）
問

年

町の交通事故発生状況
区分 9月

（うち高齢者数）
発生件数 死者数 傷者 発生件数 死者数 傷者

１月～9月累計
(うち高齢者数)

年

令和７年

令和６年

増     減

0
（0）
3
（1）
－3
（－1）

0

0

0

1
（1）

0

1
（1）

0
（0）
3
（0）
－3
（0）

15
（5）
15
（7）
0

（－2）

18
（1）
17
（1）
1
（0）

しない
させない
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町
長
の
動
向 

（
12 
月
分
）

町
村
会
臨
時
役
員
会

聖
籠
町
親
善
剣
道
大
会

12
月
議
会
定
例
会（
予
定
）

12
月
議
会
定
例
会（
予
定
）

12
月
議
会
定
例
会（
予
定
）

12
月
議
会
定
例
会（
予
定
）

区
長
会
議

１
日

7
日

10
日

12 
日

15 
日

16
日

19
日

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

町
の
動
向

町
の
動
向

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、役
場
各
課
の
主
な
業
務
、各
種
委
員
会
の
活
動

な
ど
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

掲
載
内
容
に
つ
い
て
の
、ご
意
見
・
ご
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

担
当
課
ま
た
は
総
務
課
広
報
担
当
ま
で
電
話
か
町
政
ポ
ス
ト
の
ハ
ガ
キ

で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

町
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の
声
を
お

聴
き
し
、一
緒
に
ま
ち
づ
く
り
を
考

え
る「
ま
ち
づ
く
り
懇
談
会
」を
、藤

寄
公
会
堂
で
開
催
し
、19
名
の
皆
さ

ま
に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。懇
談

会
で
は
、令
和
７
年
度
予
算
の
ポ
イ

ン
ト
を
説
明
し
、そ
の
後
参
加
者
の

皆
さ
ま
か
ら
ご
意
見
や
ご
質
問
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

宮
城
県
七
ヶ
浜
町
に
お
い
て
、

全
国
石
油
備
蓄
基
地
市
町
村
連
絡

協
議
会
（
会
長
：
聖
籠
町
長
）
の

令
和
７
年
度
総
会
が
開
催
さ
れ
、

事
業
計
画
や
収
支
予
算
な
ど
の
審

議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
併

せ
て
、
研
修
会
と
し
て
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ

Ｓ
㈱
仙
台
製
油
所
の
視
察
や
、
経

済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
職

員
に
よ
る
講
話
な
ど
も
実
施
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
協
議
会
は
、
全
国
６
市
町

（
聖
籠
町
、
宮
城
県
七
ヶ
浜
町
、
茨

城
県
神
栖
市
、
愛
媛
県
今
治
市
、

長
崎
県
新
上
五
島
町
、
鹿
児
島
県

東
串
良
町
）
で
構
成
さ
れ
、
石
油

貯
蔵
施
設
立
地
対
策
等
交
付
金
制

度
の
存
続
強
化
を
図
る
た
め
、
国

へ
の
要
望
活
動
等
の
事
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
石
油

貯
蔵
施
設
周
辺
の
住
民
の
福
祉
の

向
上
を
図
る
た
め
に
公
共
用
の
施

設
の
整
備
に
交
付
金
を
活
用
で
き

る
制
度
で
、
町
で
は
、
道
路
や
施

設
の
整
備
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
委
員
会
は
、
令
和
２
年
度

か
ら
令
和
３
年
度
に
か
け
て
、
聖
籠

町
行
財
政
改
革
大
綱
に
基
づ
き
、
補

助
金
が
適
正
に
交
付
さ
れ
て
い
る
か

の
評
価
を
実
施
し
、
各
事
業
の
見
直

し
の
方
向
性
を
示
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
、
町
は
見
直
し
計

画
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
委
員
会
は
、
そ
の
見
直

し
計
画
が
ど
の
よ
う
に
進
捗
し
て

い
る
の
か
を
追
跡
調
査
と
評
価
を

行
う
も
の
で
す
。

　

第
１
回
委
員
会
で
は
、
主
に
次

の
議
題
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

・ 
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
選
出

・ 

会
議
の
公
開
に
つ
い
て

・ 

補
助
金
等
見
直
し
計
画
の
進
捗

　

状
況
に
つ
い
て
（
５
事
業
）

・ 

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

　

定
例
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
定
例
会
の
議
事
録
は
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

・ 

農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許

　

可
申
請
に
つ
い
て･･･

１
件

・ 

農
地
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
許

　

可
申
請
に
つ
い
て･･･

３
件

　

以
上
２
項
目
が
審
議
さ
れ
、
議

決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
総
会
の
議
事
録
は
農
業

委
員
会
事
務
局
お
よ
び
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

総
務
課

　

１0
月
１2
日（
日
）

■
ま
ち
づ
く
り
懇
談
会

日

　

１0
月
7
日（
火
）

■
令
和
７
年
度
全
国
石
油
備
蓄
基
地

　

市
町
村
連
絡
協
議
会
総
会
開
催

日

総
合
政
策
課

子
ど
も
教
育
課

　

１0
月
１7
日（
金
）

■
第
１
回
聖
籠
町
補
助
金
等
評
価

　

調
査
委
員
会
開
催

日

　

１0
月
24
日（
金
）

■
農
業
委
員
会
第
26
期

　

第
８
回
総
会
開
催

日

　

１0
月
27
日（
月
）

■
令
和
７
年
聖
籠
町
教
育
委
員
会

　

第
10
回
定
例
会

日

ご
利
用
く
だ
さ
い

役
場
休
日
・
夜
間
窓
口

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け

取
り
、
申
請
や
住
民
票
の
交
付
な

ど
通
常
の
時
間
内
に
来
庁
が
困
難

な
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

受
付
で
き
る
業
務
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
担
当
窓
口
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

  

役
場
１
階 

町
民
課

【
12 
月
の
休
日
役
場
窓
口
】

　

  

12 
月
13
日（
土
）

　

  

午
前
９
時
〜
正
午
ま
で

【
12 
月
の
夜
間
窓
口
】

　

  

12 
月
24
日（
水
）午
後
８
時
ま
で

　

  

役
場
町
民
課 

町
民
サ
ー
ビ
ス
係

　

  

（
内
線
１
１
１
）

会日日問町
診
療
所
か
ら

お
知
ら
せ

【
12 
月
の
休
診
日
】

　

  

12 
月
2
日（
火
）1
日

 　

 

12 
月
15
日（
月
）1
日

　

  

聖
籠
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所

　

  

☎
２
７‐

１
２
３
４

問
　

ご
理
解
の
ほ
ど
、よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
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《相談事業》

ところ　役場１階会議室
◆行政相談
　９日（火）午前10時～11時30分
　　  役場総務課（内線２２５）

ところ　結いハート聖籠
◆心配ごと相談（随時開催）
　　  聖籠町社会福祉協議会
　　  ☎２８-７１１０

◆乳幼児健康診査
○１歳２ヶ月児歯科健診
　８日（月）午後１時10分～
○３歳６ヶ月児歯科健診
　９日（火）午後１時20分～
○１歳６ヶ月児健診
　22日（月）午後１時～
○乳児健診
　23日（火）午後１時～
◆学級
○妊婦学級
　15日（月）午後１時15分～

12月の行事

《保健福祉事業》

問

問

保健福祉課
（町保健福祉センター内）
☎２７-６５１１

問

聖籠子育てアプリ登録はこちら！

お問い合わせ先

I N F O R M A T I O N

おしらせ
聖籠町役場 ☎27－2111
町 民 会 館 ☎27－2121
図　書　館 ☎27－6166
町保健福祉センター
  保健福祉課 ☎27－6511
  長寿支援課 ☎20－7433

上下水道課 ☎27－5141
（上水道管理棟）

診　療　所 ☎27－1234

令和7年分所得税の
確定申告をされる方へ

　確定申告で寝たきりの方のおむつ代を医療費控除の
対象とするためには、医師の発行した「おむつ使用証明
書」が必要です。（証明書の用紙は長寿支援課にもあり
ます。）
　ただし、介護保険の要介護または要支援認定を受け
ている方で要件に当てはまる場合は、おむつ使用証明書
に代わる書類を発行します。要件に該当するか事前に長
寿支援課へお問い合わせください。

※令和７年中にお亡くなりになった方の証明書も発行できます。

お問い合わせ
証明書などの申請・発行について
長寿支援課（町保健福祉センター内）

高齢福祉係　☎20-7433

税控除などについて
役場税務課　税務係  ☎27-2111（内線143）

成人おむつにかかる費用の
医療費控除用証明書について

65歳以上の方の
障害者控除対象者認定書について

　障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で次
の要件に該当する場合、「障害者控除対象者認定書」を
発行します。
　※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉　
　　手帳をお持ちの方は、この認定書は必要ありません。
①介護保険の要介護または要支援認定を受けている
　方は、介護保険の認定区分などに基づき発行します。
②心身に障がいがあり知的・身体障がい者に準ずる方
　は、職員が調査を行い、要件に該当する場合に発行
　します。必ず事前に長寿支援課へお問い合わせくだ
　さい。

医療費控除・障害者控除のための証明書などを発行します
－申請は長寿支援課へ－
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瑞 歩 さん
横 井 佑 来 さん

ゆ う き

み ず ほ 網 代 浜( 金 井 )

彩 夏 さん
渋 谷 啓 斗 さん

ひ ろ と

あ や か 山諏訪山
( 吉 井 )

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

（五十嵐　巧実）美 織 山大夫
み　お　り

ちゃん
（佐藤　　優）千 陽 本諏訪山

ち　は　る

ちゃん
（鈴木　涼平）天 悠 山大夫

て ん ゆ う

ちゃん

げんきなよい子

幸せ多い人生を

ごめいふくをお祈りします

出 生
赤ちゃん 保護者 行政区

新郎・新婦 行政区
婚 姻

死 亡
氏　名 年齢 行政区

ま　さ　と
（83歳）渡 辺 征 人 亀 塚さん
（98歳） 次第浜さん

とおる
（87歳）佐 久 間 　 道 蓮 潟さん

（注1） 町役場へ届出を提出された方で届出の際に
　　　ご承諾をいただいた方のみ掲載しています。
（注2） 略した文字で掲載しています。 戸籍の氏名
　　　と異なることがあります。 ご了承ください。

月の届出10

（77歳）新 保 利 文 山三賀さん
と し ふ み

（55歳）渡 辺 篤 哉 亀 塚さん
あ　つ　や

（96歳）宮  下  ミヨシ 次第浜さん
（94歳）山 田 羊 歳 次第浜さん

よ　　　せ

知 子 さん
坪 田 大 海 さん

ひ ろ み

と も こ 山 大 夫
( 高 橋 )

あかり さん
坂 井 秀 斗 さん

しゅう と

網 代 浜
( 宮 澤 )

真 帆 さん
金 田 遥 大 さん

は る と

ま　　ほ 蓮 野
( 滋 野 )

悠 奈 さん
高 橋 瑠依斗 さん

る　い　と

は　る　な 網 代 浜
( 石 田 )

美 弥 さん
佐久間 君 成 さん

き み な り

み　　や 苔 沼
( 丸 山 )

叶 さん
赤 松 賢 さん

けん

きょう 聖中ケ丘( 松 井 )

（99歳） 亀 塚さん野  村  サクノ

平 野 サ キ
亀 塚さん高 松 正 利 （88歳）

ま さ と し

山大夫さん （71歳）土 田 光 夫
み　つ　お

（岩崎　成一）優　桜 蓮 野
ゆ　　　お

ちゃん

低未利用土地等を譲渡した場合、
長期譲渡所得の特別控除が受けられます

控除を受けるためには市区町村の確認が必要です

　個人が令和２年７月１日から令和７年12月31日までの間において、都
市計画区域内にある一定の低未利用土地などを５００万円以下（令和
５年１月１日以降に市街化区域内の低未利用土地などを売った場合は
８００万円以下）で売った場合には、その年の低未利用土地などの譲渡
に係る譲渡所得の金額から１００万円を控除することができます。その
譲渡所得の金額が１００万円に満たない場合には、その譲渡所得の金
額が控除額になります。

　控除を受けるためには、土地の所在市区町村に確認申請書を提出し、
要件を満たしていることを市区町村が証明した確認書が必要となりま
す。
◆特例を受けるための要件
１　売主が個人であること。
２　売った土地が都市計画区域内にある低未利用地であること。
３　売った年の１月１日現在において、売主の所有期間が５年を超える
　　こと。
４　売り手と買い手が親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な
　　関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係の
　　ある法人なども含まれます。
５　売った金額が、低未利用土地などの上にある建物などの対価を含
　　めて５００万円以下（令和５年１月１日以降に市街化区域内の低未
　　利用地などを譲渡した場合は８００万円以下）であること。
６　売った後に、その低未利用土地などが利用されること。
７　この特例の適用を受けようとする低未利用土地などと一筆であった
　　土地から、前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上
　　に存する権利について、前年または前々年にこの特例を受けていな
　　いこと。
８　売った土地について、収用などの場合の特別控除など他の譲渡所
　　得の課税の特例を受けないこと。
◆確認を受けるための申請
　この特例を受けるためには、確定申告を行う前に宅地建物取引業者
の確認や市区町村が発行する確認書が必要となるため、売った土地の
所在する市区町村へ確認申請を行う必要があります。
　申請書や必要書類、要件など、詳しくは町役場税務課へお問い合わ
せください。

お問い合わせ　役場税務課　税務係（内線１４４）

入札結果 入札日　９月25日
入札
方法

納入完了日
または工事（委託）
期間最終日

業者名契約額（円）場　所件　名

※○指：指名競争入札　○一：制限付一般競争入札

1

2

3

4

聖籠中学校駐車場舗装
工事

被災家屋公費解体・
運搬・処分業務委託

聖籠町介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査業務委託

戸籍電算システムクラウド
サービス接続機器借上

聖籠町立聖
籠中学校

聖籠町大字 
次第浜 地内

聖籠町役場 
町民課

聖籠町役場 
町民課

12,295,250

5,060,000

863,500

3,300,000

令和７年
12月28日

令和８年
２月７日

令和８年
３月19日

令和12年
11月30日

福田道路㈱
新発田営業所

㈱聖籠第一
設備

㈱スピード
リサーチ

ＮＸ・ＴＣリース＆ファ
イナンス㈱新潟営業所

○一

○一

○一

○一
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日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

「聖籠町×アルビレックス新潟・アルビレックス新潟レディース」
サッカー教室inアルビレッジを開催しました！

　10月12日（日）に「新潟聖籠スポーツセンター・アルビレッジ」
で、アルビレックス新潟、アルビレックス新潟レディース選手に
よる小学生を対象としたサッカー教室を開催しました。
　当日はあいにくの曇り空だったものの、聖籠町内外から１００
名を超える小学生が参加し、アルビレッジでの貴重な体験を楽
しみました。

笠井選手、内山選手（アルビ）
長崎選手、ナム選手（アルビレディース）の計４名
が参加

主催者として西脇町長からあいさつ
「聖籠町内外から参加していただいた。交流人口・
関係人口の拡大に繋げたい」

選手を交えたミニゲームでは、子どもたちの選手顔
負けのドリブル・シュートのナイスプレーが続出し
ました。

交流タイムでは、サインをもらったり、一緒に写真
を撮ったりして１対１での交流を存分に楽しんでい
ました。

「アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト」とは
スポーツを通じた聖籠町民の暮らしの向上、交流人口・関係人口の拡大を目指して、聖籠町と
アルビレックス新潟などとの連携により、令和６年度から実施しています。

【聖籠町在住・在勤者限定】 アルビレッジを無料開放しています！
エアロバイクやトレッドミルなどを備えた「トレーニングジム」と、令和７年３月に張り替えた人
工芝グラウンド「Ｆピッチ」を聖籠町在住・在勤者限定で毎週月曜日に無料開放しています。
無料開放日：トレーニングジム　毎週月曜日　午前９時～午後８時
　　　　　  Fピッチ　　　　  毎週月曜日　午前９時～午後６時
　　　　　　　　　　　　　  毎週木曜日　午前６時～午後８時

お問い合わせ　役場総合政策課　政策係（内線２６３）

詳細はこちら

利用方法など
詳細はこちら

サッカー教室は本プロジェクトの一環として実施しました！

プロ選手とのふれあいを通して、
「スポーツの楽しさ」を改めて感じる機会に

プロ選手とのふれあいを通して、
「スポーツの楽しさ」を改めて感じる機会に

JSCJSC

JAPANサッカーカレッジからのお知らせ JSCJSC

　９月21日（日）にスポアイランド聖籠で行われた「北信越フットボールリーグ

２部第14節 ＣＵＰＳ聖籠ｖｓエヌスタイル」にて福祉器具贈呈式を行いました。

　ＪＡＰＡＮサッカーカレッジでは地域貢献活動の一環として、毎年学生主導

でアルミ缶を集めて換金し、その資金で聖籠町へ福祉器具の寄贈をしていま

す。聖籠町におけるエコ活動・福祉貢献活動は欠かすことのできない取り組み

であり、今年で18年目を迎えました。贈呈式を通して、地域住民の方々に社会福

祉の大切さについて、考えてもらうきっかけを創出したいと考えています。

　当日は聖籠町長寿支援課長の齋藤大輔様にご出席いただき、ＣＵＰＳ聖籠

キャプテンの村上豪選手より、今年の寄贈品である車椅子をお渡しいたしまし

た。ＪＡＰＡＮサッカーカレッジは、これからもホームタウンである聖籠町のため

になにができるかを考え、実行していきます。

　詳しい情報は、チラシ・ＳＮＳ・ホームページにて随時お知らせします。

【今年で18年目！聖籠町へ福祉器具の贈呈を行いました】

アルビレックス新潟情報！！
トップチーム レディース

【選手参加の貴重な体験が返礼品に！
聖籠町「個人版ふるさと納税」】

【2025/26 ＷＥリーグ クラシエカップ開幕】 
　10月25日(土)2025/26 ＷＥリーグクラシエカップが
開幕しました。アルビレックス新潟レディースは、三菱重
工浦和レッズレディースを相手に90分を戦った時点で
２-２。今季から始まった新ルールによって、グループ
ステージでも引き分けをなくすため、延長戦なしのＰＫ戦
へ突入。２-４でＰＫ戦を落とし、勝ち点１の黒星スタート
となりました。カップ戦２戦目は現在グループ１位の
セレッソ大阪ヤンマーレディースと11月30日(日)ヨドコウ
桜スタジアムにて対戦します。『超えて、奪う。』を合言葉
にタイトルへ挑み続けるチームにとって落とせない戦い
となります。

【2025/26 ＷＥリーグ前半が終了】

アルビレックス新潟レディース
ホームページ
試合日程や結果をチェック！

チームは５勝１分け５敗の12チーム中６位でシーズンを
折り返しました。興行面では10月18日（土）に行った１万
人プロジェクトにて７千人を超える観客にご来場いただ
きました。ここからより一層順位を上げていきたいアルビ
レディースに大きなご声援をよろしくお願いいたします。

　聖籠町とアルビレックス新潟は２０２４年より「企業版
ふるさと納税」による寄附の募集を行っておりますが、
今年から個人版の「ふるさと納税」もスタートしてい
ます。９月14日（日）に新潟聖籠スポーツセンター・アルビ
レッジで実施したサッカー教室、写真撮影会を皮切り
に、10月12日（日）には、アルビレックス新潟クラブハウス
内で選手と交流ができる体験メニュー（練習見学・選手
との交流会）を実施しました。
　当日は、あいにくの雨模様でしたが、普段は見ることの
できないトレーニングジムでの屋内トレーニングを間近で
見学。交流会には、千葉和彦選手・橋本健人選手・大竹
優心選手が参加し、３選手以外にも多くの選手が顔を出
してくれて、参加いただいたみなさんに大変喜んでいただ
きました。

　ＪＡＰＡＮサッカーカレッジの選手、スタッフが多
数所属する新潟県成年選抜が10月４日（土）、京セラ
株式会社滋賀東近江工場総合グラウンドにて神奈
川県選抜と対戦し３-０で勝利し、初戦を突破しまし
た。翌日、準々決勝で千葉県選抜と対戦し０-１と惜
しくも敗戦。前回大会同様、準々決勝敗退となってし
まいました。沢山の応援ありがとうございました！

【国民スポーツ大会、新潟県選抜の結果】
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「食は味楽来」「食は味楽来」
ミ ラ クル

給食おすすめレシピ ～ソース（たれ）特集～
　学校給食では、１食当たりの塩分量の基準値が、小学校で２ｇ未満、中学校で2.5g未満と
なっています。薄味でも白いごはんをおいしく食べられるように、主菜の肉料理や魚料理に色々
なソース（たれ）をかけて提供しています。今回は、子どもたちに人気で、肉にも魚にも合うソース
（たれ）のレシピを４つ紹介します。ご家庭でから揚げ、ハンバーグ、焼き魚、肉のソテーなどを作
る際に、ぜひお試しください。※分量は全て４人分です。（給食の小学生の量）

ヤンニョムソース

おろしソース

薬味ソース
◎材料

　ヤンニョムとは、
韓国の合わせ調味料のこと。
作り方は、材料を全て混ぜ
合わせて加熱するだけです。

レンジでOK！

マイナポータルはこちらから 
https://myna.go.jp

ケチャップ・・・大さじ２
コチュジャン・・小さじ1/2
砂糖・・・・・・・・小さじ１
みりん・・・・・・小さじ２
しょうゆ・・・小さじ1/2

おろしにんにく・・少々
ごま油・・・・小さじ1/2
水・・・・・・・・・小さじ２
白ごま・・・・・小さじ１

長ねぎ（みじん切り）・・・15g
しょうゆ・・・・・・・・・小さじ２
砂糖・・・・・・・・・・・・大さじ１

大根おろし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ２
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１
水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１
水溶き片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１

マイナポータルから国民年金の各種手続きができます！
　マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから以下の電子申請ができます。窓口にお越しいただく
ことなく手続きを行えますので、是非ご利用ください。

・国民年金被保険者の資格取得（種別変更）の届出  ・国民年金付加保険料の申出（辞退）
・国民年金付加保険料の該当（非該当）の届出  ・国民年金保険料の産前産後免除該当の届出
・国民年金保険料免除・納付猶予申請  ・国民年金保険料学生納付特例申請
・口座振替納付（変更）申出 兼 還付金振込方法（変更）申出  ・口座振替辞退申出

お問い合わせ　学校給食共同調理場　栄養教諭　☎２７-７７３０

お問い合わせ
日本年金機構 新発田年金事務所 お客様相談室 ☎0254-２３-２１２８（ダイヤルプッシュ １→２）

●ご用意いただくもの
①マイナンバーカード
②マイナンバーカードの受け取りの際に設定した暗証番号
　 （利用者証明用電子証明書暗証番号及び券面事項入力補助用暗証番号）

◎材料

◎材料

酢・・・・・・・・・・・大さじ１
ごま油・・・・・小さじ1/2
おろししょうが・・・少々

玉ねぎ（みじん切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40g
りんごジャム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50ｇ
酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１と1/2
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１

アップルソース
◎材料

役場町民課 町民サービス係（内線１１１）問
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　この写真は保健福祉セン
ターで行われている乳児検診
会場で主に４か月検診対象乳
児を撮影しています。
※略した文字で掲載していま
す。戸籍の氏名と異なること
があります。ご了承ください。

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

町の宝で～す 10月の乳児検診から

元気に育ってね！

　10月29日(水)に令和７年度の「教育の日のつどい」を聖籠町文化会館にて開催しました。今年度は、先生方を
対象として、文部科学省でご活躍の田村学先生の講演会を行いました。学校教育の専門的な内容でしたが、
中には一般町民の皆さんもご参加いただき、先生方と一緒に教育について学ぶ貴重な機会となりました。

教育の日のつどいを開催しました！

お問い合わせ　教育未来課（内線３１０）

　＜感想より＞
・振り返りの重要性と書かせ方について、改めて考える機会となりました。剥がれない知識として定着を図るためには、   
　すでにもっている知識といかに繋げるか、いかに自分事として考えさせるかが大切だと思いました。
・新学習指導要領の方向性を教えていただき、改めて深い学びについて考えることができました。

長谷川 珠羽ちゃん
しゅう

堀　天晴ちゃん
てんせい

鮓田 依采ちゃん
い   と

柏倉 唯杏ちゃん
ゆ　あ

亀山　蓮ちゃん
れん

乙川　仁ちゃん
じん

高濱　珀ちゃん
はく

狩野 律佳ちゃん
りつか

佐久間 凪紬ちゃん
な　つ

桐生 真緒ちゃん
ま　お

水野 向葵ちゃん
む　ぎ
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表彰状・感謝状を授与された方（敬称略）
◆町の公職に永年従事し、その功績が顕著な方
○聖籠町国民健康保険運営協議会委員としての功績
　佐久間　淳
◆町の産業、教育、文化、保健、防災、福祉、環境保全
事業その他公益事業について尽力し、または公務を
助力し、その功績が顕著な方
○町の文化振興に尽力した功績
　堀　めぐみ　　 宮野　洋子
○町立図書館の充実・町民の読書意欲の向上に尽力された功績
　故 富田 哲夫
○町の農業振興に尽力された功績
　伊藤　久雄　　伊藤　幸成

▲式典に出席された皆さま

◆善行者
○町に対し多額の金品を寄附した功績
　石山　洸
株式会社ウオロク
代表取締役社長 葛見　久賢　
明和工業株式会社
代表取 締役 関根　聡史　     
◆一般町民の模範となるような行為をされた功績
　五十嵐久子　赤木　厚子　 椎谷　芳子
　二宮ミツイ　齋藤　鉄信　 長谷川節子
◆統計調査員の活動の充実に貢献され、
 　農林水産大臣表彰を伝達授与される方　新保　良一

加茂商事株式会社
代表取締役　　　加茂　建
昭和電機産業株式会社
代表取締役社長　松峯　信夫

おめでとう
ございます
おめでとう
ございます

学年ごとに金賞・銀賞が授与されました学年ごとに金賞・銀賞が授与されました

3年生による学年合唱3年生による学年合唱

越冬野菜を求めて
雨でも人気の農業振興祭

越冬野菜を求めて
雨でも人気の農業振興祭

ヤマメ・イワナすくい網体験ヤマメ・イワナすくい網体験

白熱！将棋大会白熱！将棋大会
そうきたか

あつし

よ う こ

ひさたか

こう

さとし のぶお

けん

ひさこ あつこ よしこ

せつこ

りょういち

てつのぶて つ お

ひ さ お ゆきなり

　11月２日（日）、３日（月・祝）に聖籠秋まつりを開催
しました。
あいにくの雨模様での開催でしたが、文化祭、農業振
興祭などに大勢の皆さんにご来場いただきました。

功績を称えて

聖中秋灯祭開催 聖籠秋まつり開催

　11月３日（月・祝）、役場を会場として、町の
発展や文化の向上などに功績のあった皆さん
を表彰する文化の日記念式典を開催しました。
この式典で表彰された皆さんをご紹介します。

　10月24日（金）に聖籠中学校の秋灯祭が開催されま
した。「響想～一曲に想いをこめて～」のスローガンの
もと披露された１年生から３年生までの各クラスと3
年生全員による学年合唱が素晴らしい歌声となり文
化会館ホールに響きわたりました♪


